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○牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について

家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）第３条の２第６項の規定に基づき、牛海綿状脳症に関する特定家

畜伝染病防疫指針の一部を次のように変更し、令和６年４月１日から適用することとしたので、同条第１項の規

定に基づき公表する。 

令和  年  月 日 

農林水産大臣 宮下 一郎 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線

部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍

線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 

別紙３
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改  正  後 改  正  前 

前文 

１・２ （略） 

３ しかしながら、近年、飼料規制等の対策の徹底により

、ＢＳＥは世界的に発生頭数が減少し、我が国において

は、飼料規制開始直後の 2002年１月生まれの牛を最後に

その発生は確認されていない。 

このような状況の中、我が国は 2013年５月に、国際獣

疫事務局（以下「ＷＯＡＨ」という。）から「無視でき

るＢＳＥリスク」の国に認定され、我が国のＢＳＥ対策

の有効性が国際的にも評価されている。 

４～６ （略） 

前文 

１・２ （略） 

３ しかしながら、近年、飼料規制等の対策の徹底により

、ＢＳＥは世界的に発生頭数が減少し、我が国において

は、飼料規制開始直後の2002年１月生まれの牛を最後に

その発生は確認されていない。 

このような状況の中、我が国は2013年５月に、国際獣

疫事務局（以下「ＯＩＥ」という。）から「無視できる

ＢＳＥリスク」の国に認定され、我が国のＢＳＥ対策の

有効性が国際的にも評価されている。 

４～６ （略） 

第１ 基本方針 

１ （略） 

２ 近年、飼料規制等の対策の徹底により、ＢＳＥは世界的

に発生頭数が減少しているが、次の理由から、牛海綿状脳

症対策特別措置法（平成 14年法律第 70号。以下「特措法

」という。）及び家伝法に基づく一定レベルの監視体制を

継続する必要がある。 

⑴ これまでの検査の積重ねにより、ＢＳＥプリオンに汚

染された飼料等を摂取することが感染の原因とされる

ＢＳＥとは異なる非定型ＢＳＥと呼ばれるＢＳＥが確

認されている。非定型ＢＳＥは、世界的にも極めて事例

が少ないが、孤発性の疾病であるとされており、引き続

き発生動向を監視する必要がある。 

第１ 基本方針 

１ （略） 

２ 近年、飼料規制等の対策の徹底により、ＢＳＥは世界的

に発生頭数が減少しているが、次の理由から、牛海綿状脳

症対策特別措置法（平成14年法律第70号。以下「特措法」

という。）及び家伝法に基づく一定レベルの監視体制を継

続する必要がある。 

⑴ これまでの検査の積重ねにより、ＢＳＥプリオンに汚

染された飼料等を摂取することが感染の原因とされる

ＢＳＥとは異なる非定型ＢＳＥと呼ばれるＢＳＥが確

認されている。非定型ＢＳＥは、世界的にも極めて事例

が少ないが、孤発性の疾病であることが示唆されており

、引き続き発生動向を監視する必要がある。 
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⑵・⑶ （略） 

３・４ （略） 

５ ＢＳＥの発生時には、迅速な疫学調査により、過去の飼

料給与状況、同居牛等を把握することで、感染源を確実に

遮断するとともに、飼料規制上の問題の有無について検証

することが重要である。 

このため、行政機関及び関係機関は、ＢＳＥの発生時に

おける的確なまん延防止措置及び飼料規制の検証が講じ

られるよう、危機管理体制を維持する必要がある。 

 

６ （略） 

⑵・⑶ （略） 

３・４ （略） 

５ ＢＳＥの発生時には、迅速な疫学調査により、過去の飼

料給与状況、同居牛等を把握することで、疑似患畜を特定

し、当該疑似患畜の検査、殺処分及び焼却処分を行うこと

で感染源を確実に遮断するとともに、飼料規制上の問題の

有無について検証することが重要である。 

このため、行政機関及び関係機関は、ＢＳＥの発生時に

おける的確なまん延防止措置及び飼料規制の検証が講じ

られるよう、危機管理体制を維持する必要がある。 

６ （略） 

第２ 発生時に備えた事前の準備 

１ 農林水産省の取組 

⑴ 諸外国やＷＯＡＨ等の国際機関との相互の情報交換

も通じ、常に海外における最新のＢＳＥの発生状況を把

握し、必要に応じて関係省庁、都道府県、関係機関、関

係団体等に情報提供するとともに、農林水産省ウェブサ

イト等を通じて公表する。 

⑵・⑶ （略） 

２ 都道府県の取組 

⑴ 牛の所有者及び死体を検案した獣医師（以下「所有者

等」という。）に対して、特措法第６条第１項の規定に

基づき、家伝法第13条第１項の規定による届出をする場

合その他牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則（平成14

年農林水産省令第58号。以下「特措法施行規則」という

第２ 発生時に備えた事前の準備 

１ 農林水産省の取組 

⑴ 諸外国やＯＩＥ等の国際機関との相互の情報交換も

通じ、常に海外における最新のＢＳＥの発生状況を把握

し、必要に応じて関係省庁、都道府県、関係機関、関係

団体等に情報提供するとともに、農林水産省ウェブサイ

ト等を通じて公表する。 

⑵・⑶ （略） 

２ 都道府県の取組 

⑴ 牛の所有者及び死体を検案した獣医師（以下「所有者

等」という。）に対して、特措法第６条第１項の規定に

基づき、家伝法第13条第１項の規定による届出をする場

合その他牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則（平成14

年農林水産省令第58号。以下「特措法施行規則」という
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。）第２条各号に掲げる場合を除き、届出義務が生じて

いることを周知するとともに、第３の１の⑴のアの検査

が確実に行われていることを確認する。 

⑵～⑺ （略） 

３・４ （略） 

。）第２条各号に掲げる場合を除き、届出義務が生じて

いることを周知するとともに、第３の１の⑴のアの（ア

）の検査が確実に行われていることを確認する。 

⑵～⑺ （略） 

３・４ （略） 

第３ ＢＳＥ監視のための検査 

１ 死亡牛検査並びに異常牛の発見及び検査の実施等 

⑴死亡牛検査及びその結果の報告 

ア 死亡牛検査 

都道府県知事は、特措法第６条第１項又は家伝法第

13条の２第１項の規定に基づく届出のあった死亡牛

について、当該死亡牛の所有者に対し、家伝法第５条

第１項及び特措法第６条第２項の規定に基づき、家畜

防疫員による検査を受けるべき旨を命令し、次のａか

らｅまでに分類した上で、当該検査を実施する。 

この場合、当該検査は、家畜伝染病予防法施行規則

（昭和26年農林省令第35号。以下「家伝法施行規則」

という。）第９条第２項及び別表第１の規定に基づく

検査とする。 

 

ａ 死亡前に平成23年農林水産省告示第1865号（家畜

伝染病予防法第13条の２第１項及び第４項並びに

家畜伝染病予防法施行規則第９条第２項第５号の

規定に基づき、同法第13条の２第１項の農林水産大

臣が指定する症状及び同条第４項の農林水産大臣

第３ ＢＳＥ監視のための検査 

１ 死亡牛検査並びに異常牛の発見及び検査の実施等 

⑴死亡牛検査及びその結果の報告 

ア 死亡牛検査 

（ア）都道府県知事は、特措法第６条第１項又は家伝法

第13条の２第１項の規定に基づく届出のあった死

亡牛について、当該死亡牛の所有者に対し、家伝法

第５条第１項及び特措法第６条第２項の規定に基

づき、家畜防疫員による検査を受けるべき旨を命令

し、次のａからｃまでに分類した上で、当該検査を

実施する。 

この場合、当該検査は、家畜伝染病予防法施行規

則（昭和26年農林省令第35号。以下「家伝法施行規

則」という。）第９条第２項及び別表第１の規定に

基づく検査とする。 

ａ 月齢に関わらず、死亡前に平成23年農林水産省

告示第1865号（家畜伝染病予防法第13条の２第１

項及び第４項並びに家畜伝染病予防法施行規則

第９条第２項第５号の規定に基づき、同法第13条

の２第１項の農林水産大臣が指定する症状及び
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の指定する検体並びに同令第９条第２項第５号の

農林水産大臣が指定する症状を定める件）第１号の

表中牛の項及び第３号に規定する次の症状（以下「

特定症状」という。）を呈していた又は呈していた

可能性が高い牛 

 

① 治療の効果が期待できない進行性の次のいず

れかの行動変化があること。 

ⅰ～ⅵ （略） 

② （略） 

ｂ 死亡前に歩行困難、起立不能等の症状（異常姿勢

（犬座姿勢）、異常歩様（特に後肢運動失調）、頭

を低くすること、障害物回避が困難になること、起

立不能等）を呈していた又は呈していた可能性が高

い牛であって、その症状が進行性であり、行動変化

又は神経症状を呈する他の一般的な理由（感染症又

は代謝性、外傷性、腫瘍性若しくは毒性の原因をい

う。以下同じ。）では説明できないもの 

ｃ 死亡前に進行性の行動変化（治療の効果が期待で

きない、沈鬱、緊張、目又は耳の左右非対称かつ過

剰な動き、明らかな流涎の増加、鼻を舐める動作の

増加、歯ぎしり、振戦、過剰な発声、パニック反応

、過剰な警戒等）又は進行性の非特異的な症状（乳

量減少、栄養状態の悪化、体重減少、徐脈及びその

他心拍障害等）を呈していた又は呈していた可能性

同条第４項の農林水産大臣の指定する検体並び

に同令第９条第２項第５号の農林水産大臣が指

定する症状を定める件）第１号の表中牛の項及び

第３号に規定する次の症状（以下「特定症状」と

いう。）を呈していた又は呈していた可能性が高

い牛 

① 治療の効果が期待できない進行性の次のい

ずれかの行動変化があること。 

ａ～ｆ （略） 

② （略） 

ｂ 満48か月齢以上であって、死亡前に歩行困難、

起立不能等であった牛又は上記ａ以外の理由に

よりと畜・解体禁止となり、死亡し、又はとう汰

された牛（以下「起立不能牛」という。） 

 

 

 

 

ｃ 上記ａ及びｂに該当しない牛 
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が高い牛であって、その症状が行動変化又は神経症

状を呈する他の一般的な理由では説明できないも

の 

ｄ と畜場における生体検査で奇声、旋回等の行動異

常、運動失調等の神経症状等の理由でと殺・解体禁

止となり、死亡し又はとう汰された牛 

ｅ そのほか、家畜防疫員が検査の必要があると認め

た死亡牛又はとう汰された牛 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（イ）満48か月齢未満の死亡牛であって家伝法施行規則

第９条第２項第５号以外のものは、特措法第６条第

１項の規定に基づく届出対象ではなく、また、満48

か月齢以上の死亡牛であっても特措法施行規則第

２条各号の規定に該当する場合は、特措法第６条第

１項の規定に基づく届出を行う必要がないとされ

ているが、都道府県は、原則として、以下の死亡牛

（特措法施行規則第２条第６号の規定に該当する

もの並びに病原体が散逸するおそれがあるものと

して家伝法第16条の規定に基づきと殺されたもの

及び家畜防疫員が検査の実施が困難であると判断

したものを除く。）について、（ア）と同様の検査

方法により検査を実施することとする。 

ａ 満48か月齢以上の死亡牛であって、家伝法第16

条第１項第１号及び第２号の疾病以外の家畜伝

染病の患畜又は疑似患畜で死亡し、又は殺処分さ

れたもの及び届出伝染病にかかっている又はか
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イ （略）

かっている疑いがあるもの 

ｂ そのほか、家畜防疫員が必要と認めた死亡牛又

はとう汰された牛（満48か月齢未満であって、（

ア）のｂに該当する牛等） 

イ （略）

⑵ 異常牛の発見及び検査の実施

ア 牛の所有者等から通報を受けたときの対応

都道府県は、次の場合には、直ちに家畜防疫員を現

地の農場又はと畜場に派遣する。 

また、都道府県は、通報者等に対し、当該農場の飼

育家畜及び牛の死体等の移動を自粛するなど必要な

指導を行う。 

（ア）（略）

（イ）牛の所有者又は獣医師から、農場段階において、

ＢＳＥ関連症状（⑴のアのｂの症状又はｃの症状の

いずれかに該当するものをいう。以下同じ。）のう

ち歩行困難、起立不能等の症状を呈している又は呈

している可能性が高い牛であって、その症状が進行

性であり、行動変化又は神経症状を呈する他の一般

的な理由では説明できないものがいる旨の通報を

受けた場合 

（ウ）（略）

イ 都道府県による臨床検査等

（ア）家畜防疫員は、アの（ア）若しくは（イ）の農場

又は同（ウ）のと畜場において、家畜防疫員が異常

⑵ 異常牛の発見及び検査の実施

ア 牛の所有者等から通報を受けたときの対応

都道府県は、次の場合には、直ちに家畜防疫員を現

地の農場又はと畜場に派遣する。 

また、都道府県は、通報者等に対し、当該農場の飼

育家畜及び牛の死体等の移動を自粛するなど必要な

指導を行う。 

（ア）（略）

（新設） 

（イ）（略）

イ 都道府県による臨床検査等

（ア）家畜防疫員は、アの（ア）の農場又は同（イ）の

と畜場において、異常牛（アの（ア）又は（イ）の
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牛（アで示す異常を呈している又は呈している可能

性が高い旨の通報に係る牛をいう。以下同じ。）に

ついて、当該牛及び当該牛が飼育されていた農場の

同居牛に対して特定症状等の有無について、徹底し

た臨床検査を実施する。 

なお、臨床検査の際、必要に応じて、デジタルカ

メラ等により動画を撮影する。 

（イ）家畜防疫員は、（ア）の臨床検査の結果、ＢＳＥ

を疑う場合には、（ア）の臨床検査が終了し次第、

アの通報に係る事項の状況、症状に関する報告等を

記載した調書を作成し、撮影した動画とともに、速

やかに都道府県畜産主務課に調査の結果を報告す

る。 

（ウ）都道府県畜産主務課は、（ア）の臨床検査の結果

、ＢＳＥを疑う場合には、速やかに動物衛生課に臨

床検査の結果を報告するとともに、当該牛が当該都

道府県外の農場から当該都道府県の農場又はと畜

場に出荷された牛である場合には、出荷農場が所在

する都道府県畜産主務課（以下「出荷都道府県畜産

主務課」という。）にも当該結果を連絡する。 

 

 

 

 

 

通報を受け、家畜防疫員が特定症状を呈するものと

認めた牛をいう。以下同じ。）及び当該牛が飼育さ

れていた農場の同居牛に対して特定症状の有無に

ついて、徹底した臨床検査を実施する。 

なお、臨床検査の際、可能な限り、デジタルカメ

ラ等により動画を撮影する。 

 

（イ）家畜防疫員は、（ア）の臨床検査が終了し次第、

過去の動物性加工たん白質の給与歴の有無、移動履

歴、アの（ア）の通報に係る事項の状況、症状に関

する報告等を記載した調書を作成し、撮影した動画

とともに、速やかに都道府県畜産主務課に調査の結

果を報告する。 

（ウ）都道府県畜産主務課は、（ア）の臨床検査の結果

、ＢＳＥを疑う場合には、速やかに動物衛生課に臨

床検査の結果を報告するとともに、当該牛が当該都

道府県外の農場から当該都道府県の農場又はと畜

場に出荷された牛である場合には、出荷農場が所在

する都道府県畜産主務課（以下「出荷都道府県畜産

主務課」という。）にも当該結果を連絡する。 

また、（イ）の調査の結果、当該牛が満12か月齢

まで当該都道府県以外の農場で飼育されていたこ

とが判明した場合、都道府県畜産主務課は、飼育さ

れていた農場が所在する都道府県畜産主務課に関

連情報を速やかに連絡する。 
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（エ）・（オ） （略） 

⑶ （略） 

⑷ 動物衛生研究部門による確定検査の陽性判定に備え

た準備 

⑶の検体を動物衛生研究部門に送付する際、都道府県

又は出荷都道府県は、次に掲げる措置を講じ、その進捗

状況を動物衛生課に報告する。 

ア （略） 

イ ⑶の検査中の牛の焼却方法、当該牛の死体及び汚染

物品等の処分場所への運搬方法等の検討 

 

ウ ⑶の検査中の牛の過去の飼料給与状況、動物性加工

たん白質の給与履歴の有無、移動履歴、同居牛の有無

の把握及び飼料規制上の問題の有無の確認 

 

 

 

 

⑸ （略） 

２ 厚生労働省による検査 

⑴ 食肉衛生検査所におけるスクリーニング検査 

と畜場の所在する都道府県畜産主務課は、都道府県食

品衛生主務課から、と畜後のスクリーニング検査におい

て陽性となった旨の連絡を受けた場合には、直ちに、動

物衛生課、出荷都道府県畜産主務課及び当該牛から生産

（エ）・（オ） （略） 

⑶ （略） 

⑷ 動物衛生研究部門による確定検査の陽性判定に備え

た準備 

⑶の検体を動物衛生研究部門に送付する際、都道府県

又は出荷都道府県は、次に掲げる措置を講じ、その進捗

状況を動物衛生課に報告する。 

ア （略） 

イ 疑似患畜の焼却方法、同居牛の扱い、患畜・疑似患

畜の死体及び汚染物品等の処分場所への運搬方法等

の検討 

ウ 動物衛生研究部門による確定検査を実施している

牛の農場以外においても、疑似患畜となる可能性があ

る牛が特定された場合には、当該牛の移動を自粛する

よう指導するとともに、他の都道府県で当該牛が飼育

されている場合は、当該他の都道府県の畜産主務課に

連絡し、連絡を受けた都道府県畜産主務課は、当該牛

の移動を自粛するよう指導 

⑸ （略） 

２ 厚生労働省による検査 

⑴ 食肉衛生検査所におけるスクリーニング検査 

と畜場の所在する都道府県畜産主務課は、都道府県食

品衛生主務課から、と畜後のスクリーニング検査におい

て陽性となった旨の連絡を受けた場合には、直ちに、動

物衛生課、出荷都道府県畜産主務課及び当該牛から生産
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されたもの（枝肉、内臓、蹄等）が所在する都道府県の

畜産主務課にその旨を連絡する。その後、関係都道府県

では次の措置を講じ、その旨を動物衛生課に報告する。 

ア と畜場の所在する都道府県は、次に掲げる措置を講

ずる。 

（ア）・（イ） （略） 

（ウ）当該牛の過去の飼料給与状況、動物性加工たん白

質の給与履歴の有無、移動履歴、同居牛の有無の把

握及び飼料規制上の問題の有無の確認 

（削る。） 

 

 

 

 

 

イ・ウ （略） 

⑵ （略） 

されたもの（枝肉、内臓、蹄等）が所在する都道府県の

畜産主務課にその旨を連絡する。その後、関係都道府県

では次の措置を講じ、その旨を動物衛生課に報告する。 

ア と畜場の所在する都道府県は、次に掲げる措置を講

ずる。 

（ア）・（イ） （略） 

（ウ）疑似患畜となる可能性がある牛を特定するための

疫学調査 

 

（エ）（ウ）の疫学調査の結果、検査を実施している牛

の農場以外においても、疑似患畜となる可能性があ

る牛が特定された場合に、当該牛が飼育されている

農場が所在する都道府県畜産主務課への連絡（連絡

を受けた都道府県は、当該牛の移動を自粛するよう

指導） 

イ・ウ （略） 

⑵ （略） 

第４ 病性等の判定 

１ （略） 

２ 患畜及び疑似患畜の判定 

１の病性の判定の結果に基づき、次の⑴に該当する牛を

患畜と判定し、⑵のいずれかに該当する牛を疑似患畜と判

定する。 

⑴ （略） 

⑵ 疑似患畜 

第４ 病性等の判定 

１ （略） 

２ 患畜及び疑似患畜の判定 

１の病性の判定の結果に基づき、次の⑴に該当する牛を

患畜と判定し、⑵のいずれかに該当する牛を疑似患畜と判

定する。 

⑴ （略） 

⑵ 疑似患畜 
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ア （略） 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

イ 第３の１の⑸の動物衛生研究部門による確定検査（

同⑵のイの（オ）の検査で陽性となった場合において

、都道府県から動物衛生研究部門に送付があったとき

に行われる確定検査を除く。）又は第３の２の⑵の厚

生労働省による確認検査の結果、陽性とも陰性とも判

定できず、他の検査の結果、小委の委員等の専門家の

意見等を踏まえ、疑似患畜とすることが適当であると

された牛 

ア （略） 

イ 患畜と疫学的な関連性が高いと判断される牛であ

って、満12か月齢になるまでの間に、生後12か月以内

の患畜と同居したことがあり、かつ、当該患畜と同じ

飼料を給与されたもの（ただし、飼料の給与状況につ

いての調査結果が得られない場合は、当該患畜の生ま

れた農場（牛群）において、当該患畜が産まれた日の

前後12か月の間に生まれた牛） 

ウ 第３の１の⑸の動物衛生研究部門による確定検査（

ただし、同⑵のイの（オ）の検査で陽性となった場合

において、都道府県から動物衛生研究部門に送付があ

ったときに行われる確定検査を除く。）又は第３の２

の⑵の厚生労働省による確認検査の結果、陽性とも陰

性とも判定できず、他の検査の結果、小委の委員等の

専門家の意見等を踏まえ、疑似患畜とすることが適当

であるとされた牛 

第５ 病性等の判定時の措置 

１ 関係者への連絡 

⑴ 都道府県畜産主務課又は出荷都道府県畜産主務課は、

動物衛生課から、牛が患畜又は疑似患畜 （第４の２の⑵

のアに該当するものを除く。第６の１の⑴、２の⑵並び

に７の⑴及び⑵を除き、以下同じ。）であると判定する

旨の連絡を受けた場合には、速やかに、次の者に対し、

その旨及び発生農場の所在地（市町村等）について、電

話、電子メール、ファクシミリ等により連絡する。 

第５ 病性等の判定時の措置 

１ 関係者への連絡 

⑴ 都道府県畜産主務課又は出荷都道府県畜産主務課は、

動物衛生課から、牛が患畜又は疑似患畜であると判定す

る旨の連絡を受けた場合には、速やかに、次の者に対し

、その旨及び発生農場の所在地（市町村等）について、

電話、電子メール、ファクシミリ等により連絡する。 
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ア～キ （略） 

⑵ （略） 

２ 対策本部の開催及び国、都道府県等の連携 

⑴ 農林水産省は、患畜又は疑似患畜である旨の判定後、

速やかに、農林水産大臣を本部長とする農林水産省牛海

綿状脳症防疫対策本部（以下「農林水産省対策本部」と

いう。）を開催し、必要な防疫措置等を定めた防疫方針

を決定する。 

ただし、円滑かつ的確な防疫措置を実施する上で特段

の必要があるときは、病性の判定前に開催する。 

 

⑵ （略） 

⑶ 都道府県は、⑴の防疫方針に即した具体的な防疫措置

を円滑に実施するため、患畜又は疑似患畜であると判定

する旨の連絡を受けた後、速やかに、関係部局で構成す

る都道府県牛海綿状脳症防疫対策本部（以下「都道府県

対策本部」という。）を開催する。 

ただし、円滑かつ的確な防疫措置を実施する上で特段

の必要があるときは、病性の判定前に開催する。 

 

⑷～⑻ （略） 

３ 報道機関等への公表 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 報道機関等に対し、次の事項について、協力を求める

。 

ア～キ （略） 

⑵ （略） 

２ 対策本部の開催及び国、都道府県等の連携 

⑴ 農林水産省は、患畜又は疑似患畜（ただし、第４の２

の⑵のイに該当するものを除く。）である旨の判定後、

速やかに、農林水産大臣を本部長とする農林水産省牛海

綿状脳症防疫対策本部（以下「農林水産省対策本部」と

いう。）を開催し、必要な防疫措置等を定めた防疫方針

を決定する。 

ただし、円滑かつ的確な防疫措置を実施する上で特段

の必要があるときは、病性の判定前に開催する。 

⑵ （略） 

⑶ 都道府県は、⑴の防疫方針に即した具体的な防疫措置

を円滑に実施するため、患畜又は疑似患畜（ただし、第

４の２の⑵のイに該当するものを除く。）であると判定

する旨の連絡を受けた後、速やかに、関係部局で構成す

る都道府県牛海綿状脳症防疫対策本部（以下「都道府県

対策本部」という。）を開催する。 

ただし、円滑かつ的確な防疫措置を実施する上で特段

の必要があるときは、病性の判定前に開催する。 

⑷～⑻ （略） 

３ 報道機関等への公表 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 報道機関等に対し、次の事項について、協力を求める

。 
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①・② （略） 

③ 非定型ＢＳＥについては、飼料を介して広がるもの

ではなく、孤発性の発生である旨、周知すること。 

４ （略） 

①・② （略） 

（新設） 

 

４ （略） 

第６ 発生農場等における防疫措置 

１ 疑似患畜の処分 

（削る。） 

 

 

（削る。） 

 

 

⑴ 第４の２の⑵のアに該当する疑似患畜の処分（家伝法

第20条第１項の病性鑑定のために当該疑似患畜を殺す

ことをいう。以下同じ。）は、原則として都道府県が定

める施設の要件を満たす死亡牛の保管施設等で行う。 

⑵ やむを得ず農場において処分を行う場合には、必要に

応じ、次の措置を講じる。 

ア・イ （略） 

⑶ 処分は、作業者の安全を確保することに留意し、麻酔

剤を使用するなど、可能な限り動物福祉に配慮をした上

で行うとともに、牛の所有者、防疫措置従事者等の心情

にも十分配慮する。 

⑷ ⑴で処分された牛について、死亡牛の保管施設等で、

第３の１の⑵のイの（オ）の病性鑑定のための検査材料

第６ 発生農場等における防疫措置 

１ 疑似患畜の殺処分等 

⑴ 家畜防疫員は、第４の２の⑵のイに該当する疑似患畜

については、当該疑似患畜の所有者に対し、家伝法第14

条第１項の隔離を指示する。 

⑵ 都道府県知事は、⑴で隔離された疑似患畜の所有者に

対し、家伝法第17条第１項の規定に基づき、殺処分を命

じる。 

⑶ 第４の２の⑵のア及び同イに該当する疑似患畜の殺

処分は、原則として都道府県が定める施設の要件を満た

す死亡牛の保管施設等で行う。 

 

⑷ 畜舎外で殺処分する場合には、必要に応じ、次の措置

を講じる。 

ア・イ （略） 

⑸ 殺処分は、作業者の安全を確保することに留意し、麻

酔剤を使用するなど、可能な限り動物福祉に配慮をした

上で行うとともに、牛の所有者、防疫措置従事者等の心

情にも十分配慮する。 

⑹ ⑶で殺処分された牛について、死亡牛の保管施設等で

、第３の１の⑵のイの（オ）の病性鑑定のための検査材
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（脳）の採取を行い、病性鑑定を実施する。 

（削る。） 

 

 

２ 患畜及び疑似患畜の同居牛の措置 

⑴ 家畜防疫員は、家伝法第14条第３項の規定に基づき、

患畜（非定型ＢＳＥを除く。以下本項において同じ。）

又は疑似患畜の同居牛、患畜又は疑似患畜が満12か月齢

まで飼育されていた農場で飼育されている牛等の飼育

者に対して、必要に応じて21日を超えない範囲内におい

て期間を限り、当該牛の移動の制限を指示した上で、当

該期間内における特定症状及びＢＳＥ関連症状の有無

を確認し、都道府県畜産主務課にその結果を連絡する。 

また、当該都道府県畜産主務課は、動物衛生課にその

結果を連絡する。 

⑵ ⑴の結果、ＢＳＥである可能性が高い牛が確認された

場合、動物衛生課は、小委の委員等の専門家に対して、

家伝法第20条第１項の病性鑑定の実施について意見を

聴取する。その結果、病性鑑定の実施が必要とされた場

合、動物衛生課と協議の上、当該牛を第４の２の⑵のア

の疑似患畜とし、病性鑑定を実施する。 

⑶ （略） 

３ （略） 

４ 汚染物品の処理 

⑴ 家伝法第23条第１項の規定に基づき、患畜又は疑似患

料（脳）の採取を行い、病性鑑定を実施する。 

⑺ 都道府県は、必要に応じ、民間獣医師及び獣医師以外

の畜産関係者に協力を求め、家畜防疫員の指導の下、殺

処分を完了させる。 

２ 患畜の同居牛の措置 

⑴ 家畜防疫員は、家伝法第14条第３項の規定に基づき、

患畜の同居牛、生後12か月まで患畜が飼育されていた農

場で飼育されている牛等、患畜となるおそれがある牛の

飼育者に対して、21日を超えない範囲内において期間を

限り、当該牛の移動の制限を指示した上で、当該期間内

における特定症状の有無を確認し、都道府県畜産主務課

にその結果を連絡する。 

また、当該都道府県畜産主務課は、動物衛生課にその

結果を連絡する。 

 

⑵ ⑴の結果、ＢＳＥである可能性が高い牛が確認された

場合、動物衛生課は、小委の委員等の専門家に対して、

家伝法第20条第１項の病性鑑定の実施について意見を

聴取する。その結果、病性鑑定の実施が必要とされた場

合、動物衛生課と協議の上、当該牛を疑似患畜とし、病

性鑑定を実施する。 

⑶ （略） 

３ （略） 

４ 汚染物品の処理 

⑴ 家伝法第23条第１項の規定に基づき、患畜の分娩後に
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畜の分娩後に排出された胎盤等ＢＳＥプリオンによる

汚染のおそれがある物品の所有者は、当該物品を汚染物

品として、800℃以上で焼却されたことを確認する。 

ただし、患畜又は疑似患畜の生存時の当該患畜又は疑

似患畜に由来する糞尿、生乳、精液、国際受精卵移植学

会（International Embryo Transfer Society）の勧告

に従って採取され、取り扱われた受精卵及び未受精卵は

、汚染物品に当たらない。 

⑵ （略） 

５ （略） 

６ 疫学情報の収集 

⑴ 都道府県は、動物衛生課から、第４の２により、牛が

患畜（非定型ＢＳＥを除く。以下⑵において同じ。）又

は疑似患畜であると判定する旨の連絡を受けた後、速や

かに、発生農場等における牛の飼育状況、給与飼料等の

情報を徹底して収集する。 

その際、都道府県は、動物衛生課、関係都道府県及び

市町村並びに独立行政法人家畜改良センター、独立行

政法人農林水産消費安全技術センター等の関係機関と

連携して、飼料、動物用医薬品等への肉骨粉等の混入の

可能性の有無等を確実に把握する。 

⑵ また、⑴の結果、第４の２により、患畜又は疑似患畜

であると判定された牛が満12か月齢まで当該都道府県

以外の農場で飼養されていたことが判明した場合、都道

府県畜産主務課は、飼養されていた農場が所在する都道

排出された胎盤等ＢＳＥプリオンによる汚染のおそれ

がある物品の所有者は、当該物品を汚染物品として、800

℃以上で焼却されたことを確認する。 

ただし、患畜の生存時の当該患畜に由来する糞尿、生

乳、精液、国際受精卵移植学会（International Embryo 

Transfer Society）の勧告に従って採取され、取り扱わ

れた受精卵及び未受精卵は、汚染物品に当たらない。 

 

⑵ （略） 

５ （略） 

６ 疫学情報の収集 

都道府県は、動物衛生課から、第４の２により、牛が患

畜又は疑似患畜（ただし、第４の２の⑵のイに該当するも

のを除く。）であると判定する旨の連絡を受けた後、速や

かに、発生農場等における牛の飼育状況、給与飼料等の情

報を徹底して収集する。 

その際、都道府県は、動物衛生課、関係都道府県及び市

町村並びに独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人

農林水産消費安全技術センター等の関係機関と連携して、

飼料、動物用医薬品等への肉骨粉等の混入の可能性の有無

等を確実に把握する。 

（新設） 
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府県畜産主務課に関連情報を速やかに提供する。 

⑶ ⑵により連絡を受けた都道府県は２の⑴の臨床検査

を実施する。 

７ 牛の評価 

⑴ 家伝法第58条の規定に基づく手当金の評価額は、疑似

患畜（第４の２の⑵のアの疑似患畜をいう。以下本項及

び⑵において同じ。）であることが確認される前の状態

のものとし、当該牛が疑似患畜であることは考慮しない

。 

⑵ （略） 

⑶ 牛の所有者等は、処分に先立ち、牛の評価額の算定の

参考とするため、処分の対象となる個体ごとに、当該牛

の体型・骨格が分かるように写真を撮影する。 

８ と畜場におけるＢＳＥの発生時の措置 

⑴ 出荷都道府県は、患畜（非定型ＢＳＥの患畜を除く。

）又は疑似患畜が確認された出荷農場について、第６の

６の疫学情報の収集を進める。 

⑵ 患畜又は疑似患畜から生産されたものが所在する都

道府県は、次に掲げる措置を講ずる。 

ア・イ  （略） 

 

（新設） 

 

７ 牛の評価 

⑴ 家伝法第58条の規定に基づく手当金の評価額は、疑似

患畜であることが確認される前の状態のものとし、当該

牛が疑似患畜であることは考慮しない。 

 

 

⑵ （略） 

⑶ 牛の所有者等は、殺処分に先立ち、牛の評価額の算定

の参考とするため、殺処分の対象となる個体ごとに、当

該牛の体型・骨格が分かるように写真を撮影する。 

８ と畜場におけるＢＳＥの発生時の措置 

⑴ 出荷都道府県は、出荷農場の同居牛について、疑似患

畜となる可能性がある牛を特定し、疑似患畜の病性鑑定

等を行うとともに、疫学情報の収集を進める。 

⑵ 患畜から生産されたものが所在する都道府県は、次に

掲げる措置を講ずる。 

ア・イ （略） 

第７ 発生の原因究明 

ＢＳＥのまん延防止及び再発防止のためには、感染源及び

感染経路の究明が重要である。しかしながら、ＢＳＥは発生

率が低く潜伏期間が長いという特徴を有しているため、因果

関係の特定が困難である。このため、感染源及び感染経路の

第７ 発生の原因究明 

ＢＳＥのまん延防止及び再発防止のためには、感染源及び

感染経路の究明が重要である。しかしながら、ＢＳＥは発生

率が低く潜伏期間が長いという特徴を有しているため、因果

関係の特定が困難である。このため、感染源及び感染経路の
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究明については、疫学的手法による分析・評価が必要である

。 

１ 農林水産省及び都道府県は、ＢＳＥの発生の確認後直ち

に、患畜（非定型ＢＳＥの患畜を除く。）又は疑似患畜（

第４の２の⑵のアに該当するものを除く。）の生産地、飼

料の給与状況等の疫学調査、飼料等の原材料の流通経路・

成分等に関する調査を、関係都道府県及び市町村並びに動

物衛生研究部門、独立行政法人家畜改良センター及び独立

行政法人農林水産消費安全技術センター等の関係機関と

連携して実施する。 

この場合、ＢＳＥは発生の機序等科学的に未解明な部分

が残されていることに鑑み、その原因について、あらゆる

可能性について予断を持たずに調査する。 

２ （略） 

究明については、疫学的手法による分析・評価が必要である

。 

１ 農林水産省及び都道府県は、ＢＳＥの発生の確認後直ち

に、患畜又は疑似患畜（ただし、第４の２の⑵のイに該当

するものを除く。）の生産地、飼料の給与状況等の疫学調

査、飼料等の原材料の流通経路・成分等に関する調査を、

関係都道府県及び市町村並びに動物衛生研究部門、独立行

政法人家畜改良センター及び独立行政法人農林水産消費

安全技術センター等の関係機関と連携して実施する。 

この場合、ＢＳＥは発生の機序等科学的に未解明な部分

が残されていることに鑑み、その原因について、あらゆる

可能性について予断を持たずに調査する。 

 

２ （略） 

第８ 研究の推進 

ＢＳＥに関する研究については、これまで行われてきた研

究により一定の成果が得られているものの、特に孤発性の疾

病であるとされている非定型ＢＳＥの感染性の解明や検出

技術の開発等が依然として求められており、農林水産省は、

国内の動物衛生に関する唯一の専門研究所である動物衛生

研究部門を中心に、国内外の関係機関とも連携しつつ、引き

続き、知見の収集、試験研究の推進等に努める。 

第８ 研究の推進 

ＢＳＥに関する研究については、これまで行われてきた研

究により一定の成果が得られているものの、特に孤発性の疾

病であることが示唆されている非定型ＢＳＥの感染性の解

明や検出技術の開発等が依然として求められており、農林水

産省は、国内の動物衛生に関する唯一の専門研究所である動

物衛生研究部門を中心に、国内外の関係機関とも連携しつつ

、引き続き、知見の収集、試験研究の推進等に努める。 

第９ その他 

１・２ （略） 

３ 農林水産省は、国内外の発生状況等を踏まえた検証を関 

第９ その他 

１・２ （略） 

３ 将来的な防疫措置の検討に資するため、第８で得られた 
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係機関と協力して進めるとともに、必要に応じて本指針を

速やかに見直す。 

研究結果、国内外の発生状況等を踏まえた検証を関係機関

と協力して進めるとともに、必要に応じて本指針を速やか

に見直す。 




